
JP 6096188 B2 2017.3.15

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷却空気流を伴うサブフロアを有している閉塞環境中に配置されたコンピューターキャ
ビネットのための火災抑止システムであり、
　前記冷却空気流は、通気口を通して前記サブフロアから上に流れて、前記コンピュータ
ーキャビネットの吸気側に配置されたコールドアイルへと流れるものであり、
　前記サブフロアの前記通気口の下に配置された分散デバイスを備えている、検出信号に
応答性がある放出システムを備え、
　前記分散デバイスは、前記コンピューターキャビネットの前記吸気側に火災抑止物を供
給するために、前記通気口に前記火災抑止物を放出するように構成されている、火災抑止
システム。
【請求項２】
　前記コンピューターキャビネットの排気側に連結されるように構成された検出システム
をさらに備え、前記検出システムは、
　前記コンピューターキャビネットの前記排気側から出る加熱空気流にさらされ、
　検出された火災状況に応じて検出信号を生成するように適合されている、請求項１に記
載の火災抑止システム。
【請求項３】
　前記検出システムと前記放出システムに通信可能にリンクされたコントロールシステム
をさらに備え、前記コントロールシステムは、前記検出信号に応答性があり、前記検出信
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号に応じて前記放出システムを作動させるように構成されている、請求項２に記載の火災
抑止システム。
【請求項４】
　前記コントロールシステムは、前記放出システムによる前記火災抑止物の放出をコント
ロールするように適合されている、請求項３に記載の火災抑止システム。
【請求項５】
　前記検出システムは、継続的火災状況と再発火状況の少なくとも一つに応じて第二の検
出信号を生成するようにさらに適合されており、
　前記コントロールシステムは、前記第二の検出信号に応答性があり、前記火災抑止物の
追加量を放出するように前記放出システムを作動させるようにさらに適合されている、請
求項４に記載の火災抑止システム。
【請求項６】
　前記放出システムは、前記サブフロアの第二の通気口の下に配置された第二の分散デバ
イスをさらに備えており、
　前記第二の通気口は、閉塞環境中の第二のコンピューターキャビネットに近接して配置
されており、
　前記第二の分散デバイスは、前記第二のコンピューターキャビネットの前記吸気側に火
災抑止物を供給するために、前記第二の通気口に前記火災抑止物を放出するように構成さ
れており、
　前記第一の分散デバイスと前記第一通気口と前記第一コンピューターキャビネットは、
前記閉塞環境内の第一のゾーンを定め、
　前記第二の分散デバイスと前記第二の通気口と前記第二のコンピューターキャビネット
は、前記閉塞環境内の第二のゾーンを定め、
　前記検出システムは、前記第二のコンピューターキャビネット排気側から出る加熱空気
流にさらにさらされ、
　前記第一のゾーン内の検出された火災状況に応じて前記第一検出信号を生成するととも
に、
　前記第二のゾーン内の検出された火災状況に応じて第二の検出信号を生成するように適
合されており、
　前記コントロールシステムは、前記第一および第二の検出信号に応答性があり、前記放
出システムに、
　前記第一検出信号に応じて前記第一の分散デバイスを介して前記火災抑止物を放出させ
るとともに、
　前記第二の検出信号に応じて前記第二の分散デバイスを介して前記火災抑止物を放出さ
せるように構成されている、請求項３に記載の火災抑止システム。
【請求項７】
　前記放出システムは、
　前記火災抑止物を収容するように構成されたコンテナと、
　前記コンテナと前記分散デバイスの間に連結された供給システムをさらに備えており、
前記供給システムは、前記コンテナから前記分散デバイスまでの前記火災抑止物のための
導管を提供するように構成されている、請求項１に記載の火災抑止システム。
【請求項８】
　前記コンテナは、
　前記火災抑止物を所定圧力で収容するように構成された圧力容器と、
　前記圧力容器と前記供給システムの間に連結された配備バルブを備えており、前記配備
バルブは、前記供給システムへの前記火災抑止物の放出の速度をコントロールするように
適合されている、請求項７に記載の火災抑止システム。
【請求項９】
　前記分散デバイスは、前記サブフロア中に前記通気口に近接して配置されたノズルを備
えている、請求項１に記載の火災抑止システム。
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【請求項１０】
　冷却空気流を伴うサブフロアを有している閉塞環境の中に配置されたコンピューターキ
ャビネットに火災抑止を提供する方法であり、
　前記冷却空気流は、通気口を通して前記サブフロアから上に流れて、前記コンピュータ
ーキャビネットの吸気側に配置されたコールドアイルへと流れるものであり、
　前記コンピューターキャビネットの前記吸気側の前記サブフロアの前記通気口の下に分
散デバイスを配置することを有し、
　前記分散デバイスは、前記通気口に火災抑止物を放出するように構成されており、
　放出された火災抑止物は、前記冷却空気流によって前記コンピューターキャビネットの
前記吸気側に供給される、コンピューターキャビネットに火災抑止を提供する方法。
【請求項１１】
　前記コンピューターキャビネットの排気側に隣接させて感知デバイスを配置することを
さらに有し、前記感知デバイスは、前記コンピューターキャビネット内の感知された火災
状況に応じて検出信号を生成するように適合されている、請求項１０に記載のコンピュー
ターキャビネットに火災抑止を提供する方法。
【請求項１２】
　前記感知デバイスと前記分散デバイスに連結されたコントロールシステムで前記検出信
号を処理することをさらに有し、前記コントロールシステムは、処理された前記検出信号
に応じて前記分散デバイスを作動させるように適合されている、請求項１１に記載のコン
ピューターキャビネットに火災抑止を提供する方法。
【請求項１３】
　前記分散デバイスから放出される火災抑止物の量を前記コントロールシステムでコント
ロールすることをさらに有している、請求項１２に記載のコンピューターキャビネットに
火災抑止を提供する方法。
【請求項１４】
　前記通気口に近接した領域の中に前記火災抑止物を放出することは、
　前記火災抑止物を貯蔵コンテナから前記サブフロア内に配置された供給システムを通し
て前記分散デバイスまで送ることと、
　前記通気口に近接した領域の前記冷却空気流の中に前記火災抑止物を分散させることを
有している、請求項１０に記載のコンピューターキャビネットに火災抑止を提供する方法
。
【発明の詳細な説明】
【関連出願への相互参照】
【０００１】
　この出願は、２０１１年７月２６日に提出された米国仮特許出願６１／５１１，８１６
号の利益を要求し、参照によってその出願の開示を組み込む。
【背景技術】
【０００２】
　データセンター内に配置されたコンピュータサーバラックおよび／またはキャビネット
は、総冷却光熱費を低減しながら高い処理能力を保持するホットアイル／コールドアイル
収容システムによって共通に冷却される。これらのシステムでは、冷却空気が、空気処理
ユニットからサブフロアを通って送られ、それは、キャビネットの側に沿って配置された
サブフロアの一つ以上の通気口を通ってデータセンターの中に送られる。この側はコール
ドアイルとして呼ばれる。それから、冷却空気はキャビネットを通って移動し、キャビネ
ット内に設置されたコンポーネントから熱を集め、キャビネットの反対側からホットアイ
ルの中に出、それから、加熱空気は、空気処理ユニットに戻り、再循環され、閉ループシ
ステムを形成する。冷却をさらに助けるため、コンピューターキャビネットは、コールド
アイルをホットアイルからより良く分離し、冷却性能をコンピューターキャビネットの内
部に向けるために、データセンター内の閉塞されたおよび／または仕切られた領域に配さ
れることがある。あるいは、コンピュータサーバキャビネットを完全に閉塞する代わりに
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、各キャビネットを通る空気流を促進するためにプラスチックやビニールスクリーンなど
の仕切り壁がキャビネット間に置かれることがある。
【０００３】
　これらの閉ループ冷却システムの火災抑止システムは、電子コンポーネントへの損傷を
防止するため、水に基づくスプリンクラーシステムの代わりに消化剤をしばしば利用する
。これらの消化剤は一般に、放出されたときに冷媒としても働き、それによってデータセ
ンター内の環境に冷却効果を作り出す液化ガスである。放出の際、コンピューターキャビ
ネットが設置されている部屋の環境の全体にわたる消化剤の一様分布を得ようと努める完
全氾濫コンセプトに続く。しかしながら、人体暴露の可能性のため、基準は、最大の人体
暴露レベルを下回る消火能力を提供する消化剤の許容濃度レベルを確立するように展開さ
れた。許容基準内の一様分布レベルを得ることは、ホットおよびコールドアイルを分離す
るために使用される閉塞および仕切りのために困難である。たとえば、仕切りは、環境の
全体にわたる消化剤の分布を禁じることがある。または、冷却システム自体によって引き
起こされる空気の自然な流れが、火災状況を抑えるのに十分な量の消化剤がキャビネット
に入ることを妨害することがある。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明の種々相によるホットアイル／コールドアイルデータセンター火災抑止のための
方法および装置は、コンピューターキャビネットのホットアイルに面する側に近接して設
置されるように構成された検出システムと、サブフロアから上向きに前記サブフロアの一
つ以上の通気口を通ってコールドアイルの中へ方向づけられる冷却空気流を有している前
記サブフロア内に配置されるように構成された放出システムを有している。検出システム
は、キャビネットを出る煙などの火災状況を検出し、放出システムを作動させる信号を応
じて生成するように構成されていてよい。放出システムは、火災抑止物を冷却空気流の中
に注入するように構成されていてよく、それによって冷却空気流は、コールドアイルおよ
びコンピューターキャビネットの中への火災抑止物の供給を容易にし得る。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
　本発明についてのより完全な理解は、次の実例の図に関連して考慮されたとき、詳細な
説明を参照することによって得られ得る。続く図において、同様の参照番号は、図の全体
にわたって同様の要素およびステップを述べている。
【図１】図１は、本発明の典型的な実施形態にしたがったホットアイル／コールドアイル
火災抑止システムを代表的に示している。
【図２】図２は、本発明の典型的な実施形態にしたがったホットアイル／コールドアイル
火災抑止システムに連結されたコントロールシステムを代表的に示している。
【図３】図３は、本発明の典型的な実施形態にしたがった複数ゾーン火災抑止システムを
代表的に示している。
【図４】図４は、本発明の典型的な実施形態にしたがった各ゾーンについえ個別供給シス
テムを備えた複数ゾーン火災抑止システムを代表的に示している。
【図５】図５は、本発明の典型的な実施形態で用いるホットアイル／コールドアイル火災
抑止システムのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　本発明は、複数の機能ブロックコンポーネントおよびさまざまな処理ステップに関連し
て説明され得る。そのような機能ブロックは、指定された機能をおこない、さまざまな結
果を達成するように構成された任意の数のコンポーネントによって実現され得る。たとえ
ば、本発明は、さまざまな機能を実行し得るさまざまなタイプのセンサー、分散機器、ダ
クティング、さまざまなタイプの火災抑止材料のための貯蔵機器、それに類するものを使
用してよい。さらに、本発明は、火災検出および抑止、危険状況検出およびコントロール
、周囲温度コントロール、完全部屋氾濫などの任意の数のプロセスと協力して実行されて
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よく、説明されるシステムは、単に本発明のための一つの典型的な応用例である。さらに
、本発明は、火災抑止物を分散させる、空気を循環させる、潜在的な火災および／または
危険な状況を検出する、および／または、閉塞環境内の空気中の微粒子の濃度を感知する
ための任意の数の従来の技術またはコントロールシステムを使用してよい。
【０００７】
　本発明の種々相によるホットアイル／コールドアイルデータセンター火災抑止のための
方法および装置は、あらゆる適切な火災検知システムおよび／または火災抑止材料または
薬品と協力して動作してよい。本発明のさまざまな代表的な実施は、危険な状況を感知お
よび／または抑制するためのあらゆるシステムに適用されてよい。
【０００８】
　いま図１および２を参照すると、一実施形態では、ホットアイル／コールドアイルデー
タセンター火災抑止システムのための方法および装置１００は、火災状況の検出に応じて
検出信号を生成するように構成された検出システム１１６と、火災抑止物材料を冷却空気
流１０６の中に放出するように構成された放出システム１１４を備えていてよい。火災抑
止システム１００は、検出システム１１６と放出システム１１４に通信可能にリンクされ
たコントロールシステム２０２をさらに備えていてよい。
【０００９】
　いま図１を参照すると、火災抑止システム１００は、ホットアイル／コールドアイル冷
却システムを利用する閉塞環境１２０内に配置されたコンピューターキャビネット１０２
内に起こる火災状況を抑制するように適合されていてよい。ホットアイル／コールドアイ
ル冷却システムは、閉塞環境１２０からの加熱空気流１０８を受け取り、加熱空気流１０
８から熱を取り除いて冷却空気流１０６を形成し、閉塞環境１２０の下に設置されたサブ
フロア１２２の中に冷却空気流１０６を方向づけるように構成された空気処理ユニット１
０４を利用してよい。冷却空気流１０６は、任意の適切な方法によってサブフロア１２２
を通って送られ得、サブフロア１２２を閉塞環境１２０に連結している通気口１１０を通
って閉塞環境１２０に入り得る。冷却空気流１０６は、コンピューターキャビネット１０
２の一方の側に方向づけられてコールドアイルを形成し得る。それから、冷却空気流１０
６は、任意の適切な方法によってコンピューターキャビネット１０２の吸気側１２４を通
って引かれて、コンピューターキャビネット１０２内に配置されたコンピュータサーバ、
メモリーデバイス、ルーター、それに類するものなどのコンポーネントに冷却を提供し得
る。冷却空気流１０６は、コンポーネントから熱を吸収して加熱空気流１０８を形成し、
それは排気側１２６からコンピューターキャビネット１０２を出、それから、加熱空気流
１０８は空気処理ユニット１０４に流れて冷却および再循環される。
【００１０】
　閉塞環境１２０は、火災抑止システム１００によってコントロールされる火災状況を経
験し得るあらゆる領域であってよい。たとえば、閉塞環境１２０は、データセンター、サ
ーバー部屋、および／または、他の同様の領域の内部であってよい。本実施形態では、閉
塞環境１２０は、サブフロア１２２を有している一つ以上のコンピューターキャビネット
１０２を収納する部屋である。閉塞環境１２０は、サブフロア１２２と閉塞環境１２０の
間の冷却空気流１０６の通過を可能にする一つ以上の通気口１１０を有している床によっ
てサブフロア１２２から分離されていてよい。代替実施形態では、冷却空気流１０６は、
壁または天井に設置された冷却システムを通って送られてよい。たとえば、同様の閉ルー
プ冷却システムは、冷却空気流１０６を、空気処理体１０４から、通気口１１０が壁また
は天井に沿って設置されるように天井または一つ以上の壁に配置されたダクティングシス
テムを通して方向づける。
【００１１】
　コンピューターキャビネット１０２は、一つ以上の熱発生コンポーネントを収容し、コ
ンピューターキャビネット１０２の吸気側１２４と排気側１２６の間に空気流経路を提供
し、熱発生コンポーネントからの放熱の伝達を可能にする。コンピューターキャビネット
１０２は、コンポーネントを収容するためのあらゆる適切なシステムまたはデバイスであ
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ってよい。たとえば、一実施形態では、コンピューターキャビネット１０２は、約２０イ
ンチ幅×７２インチ高さの大きさのサーバーラックであってよい。別の実施形態では、コ
ンピューターキャビネット１０２は、さまざまなタイプの電子部品を収容するように構成
された棚システムであってよい。
【００１２】
　コンピューターキャビネット１０２は、コンピューターキャビネット１０２の吸気側１
２４と排気側１２６の間の空気の通過を可能にするためにコールドアイルとホットアイル
に面する一つ以上の開口を有していてよい。コンピューターキャビネット１０２はまた、
冷却空気流１０６を希望の方向に方向づけるように適切に構成された内部チャンネルまた
はダクトを有していてよい。コンピューターキャビネット１０２はまた、コンピューター
キャビネット１０２の吸気側１２４と排気側１２６の間の空気の移動を促進するように適
切に構成された一つ以上のファンを備えていてよい。
【００１３】
　多数のコンピューターキャビネットおよび通気口が、閉塞環境１２０内に配されて多数
のゾーンを形成してよい。たとえば、いま図３を参照すると、一実施形態では、第一のコ
ンピューターキャビネット３０４が、第一の通気口３１０に近接して設置されてよく、第
二のコンピューターキャビネット３１４が、第二の通気口３２０に近接して設置されてい
てよい。仕切り３２２は、第一および第二のコンピューターキャビネット３０４，３１４
の間に設置されて、各ゾーンがコールドアイルとホットアイルを備え得るような第一のゾ
ーン３０２および第二のゾーン３１２を形成してよい。
【００１４】
　さらに、多数のコンピューターキャビネットが、所与のゾーン内に互いに隣接して配置
され、各ゾーンにキャビネットの列を形成してよい。同様に、多数の通気口が、ゾーン内
の各キャビネットが単一の通気口に近接して設置されるように閉塞環境の床に沿って設置
されていてよい。あるいは、多数の通気口が、多数の通気口を構成する通気口の数が所与
のゾーン内のコンピューターキャビネットの数に依存しないように、各コールドアイルの
床に沿って配置されていてよい。
【００１５】
　図１を再び参照すると、空気処理ユニット１０４は冷却空気流１０６を生成する。空気
処理ユニット１０４は、コールドアイルとホットアイルの間に空気の流れを作り出すため
のあらゆる適切なシステムを備えていてよい。たとえば、本実施形態では、空気処理ユニ
ット１０４は、閉塞環境１２０から受け取られた加熱空気流１０８を冷却して冷却空気流
１０６を生成する一つ以上のユニットを備えている。それから、空気処理ユニット１０４
は、冷却空気流１０６をサブフロア１２２に方向づけてよい。あるいは、空気処理ユニッ
ト１０４は、冷却空気流１０６を、壁および／または天井の中に配置されたダクティング
システムの中に方向づけてよい。空気処理ユニット１０４は、あらゆる適切な所定レベル
の冷却空気流１０６を提供するように構成されていてよい。
【００１６】
　検出システム１１６は、検出システム１１６がコンピューターキャビネット１０２を出
る加熱空気流１０８にさらされるように、コンピューターキャビネット１０２の排気側１
２６に連結されるように構成されていてよい。あるいは、検出システム１１６は、閉塞環
境１２０内のあらゆる望ましい個所に配置されていてよい。たとえば、一実施形態では、
検出システム１１６は、閉塞環境１２０の全体にわたって配置され、コントロールシステ
ム２０２に通信可能にリンクされた多数のセンサーを備えていてよい。別の実施形態では
、検出システム１１６は、各ゾーン内に配置された一つ以上の検出器を備えていてよい。
【００１７】
　検出システム１１６は、検出された火災状況に応じて検出信号を生成してよい。検出シ
ステム１１６は、一つ以上の特定の火災状況を検出し、相応の信号を生成するためのどん
な適切なシステムまたはデバイス、たとえば、煙検出器、空気イオン化センサー、温度感
知デバイス、オブスキュレーションおよび空気サンプリング検出、ヒュージブルリンク、
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赤外線検出器、放射線検出器、および／または、同様物を備えていてよい。たとえば、一
実施形態では、検出システム１１６は、火災を検出し、相応の検出信号をコントロールシ
ステム２０２に提供するように適合されている。
【００１８】
　検出信号は、電気パルスまたは信号、音響信号、機械信号、無線信号、空気信号、同様
物など、適切な情報を伝達するためのどんな適切な信号であってよい。検出システム１１
６はまた、任意の適切な方法によって放出システム１１４を起動または作動させてよい。
たとえば、一実施形態では、検出システム１１６は、検出信号に応答性があり、コンテナ
２０４内に収容されている火災抑止物材料を放出するように開く放出システム１１４のコ
ンテナ２０４のバルブ（図示せず）に電気的または機械的に連結されていてよい。いま図
２を参照すると、代替実施形態では、検出信号は、火災状況の検出に応じて生成され、コ
ントロールシステム２０２に通信される電子信号であってよく、コントロールシステムは
、冷却空気流１０６の中に火災抑止物を分散させるために放出システム１１４を作動させ
るように適切に適合されている。
【００１９】
　図１に示されるように、放出システム１１４は、冷却空気流１０６の中に火災抑止物を
供給する。放出システム１１４は、冷却空気流１０６および／またはコンピューターキャ
ビネット１０２の中に火災抑止物を分散させるためのどんな適切な方法、コンポーネント
またはデバイスを備えていてよい。たとえば、いま図２を参照すると、一実施形態では、
放出システム１１４は、コンテナ２０４と、分散デバイス２０６と、コンテナ２０４を分
散デバイス２０６にリンクしている供給システム２０８を備えていてよい。
【００２０】
　放出システム１１４はまた、多数のゾーン内で動作するように構成され、閉塞環境１２
０の全体を火災抑止物で氾濫させるのではなく、特定の一つまたは複数のゾーンが、ゾー
ン内の検出された火災状況に独立して応答してよい。たとえば、いま図３を参照すると、
代替実施形態では、放出システム１１４は、各ゾーンのための一連の分散デバイス３０８
，３１８を備えていてよい。
【００２１】
　いま図４を参照すると、また別の実施形態では、放出システム１１４は、第一および第
二のゾーン４０２，４１２について独立して機能するように構成されていてよい。たとえ
ば、第一のゾーン４０２では、放出システム１１４は、第一のコンテナ４１８と、第一の
分散デバイス４０６と、第一の供給システム４０４を備えていてよい。第一のゾーン４０
２に火災抑止能力を提供するため、第一のコンテナ４１８は、第一の供給システム４０４
を介して第一の分散デバイス４０６に連結されていてよい。さらに、放出システム１１４
は、第二のコンテナ４２０と、第二の分散デバイス４１６と、第二の供給システム４１４
を備えていてよい。第二のゾーン４１２に火災抑止能力を提供するため、第二のコンテナ
４２０は、第二の供給システム４１４を介して第二の分散デバイス４１６に連結されてい
てよい。
【００２２】
　放出システム１１４はさらに、冷却空気流１０６の助けなしで、コールドアイルの中に
火災抑止物を放出するように構成されていてよい。たとえば、放出システム１１４は、放
出システム１１４のシステム圧力と周囲環境の間の圧力差が、コンピューターキャビネッ
ト１０２の中への火災抑止物の放出を促進するような圧力下に火災抑止物を維持するよう
に構成されていてよい。あるいは、放出システム１１４は、空気処理ユニット１０４が火
災状況のあいだに動作不能になり、火災抑止物の配布を助けるのに十分な冷却空気流１０
６を供給することができない場合に、自己加圧するように構成されていてよい。
【００２３】
　図２を再び参照すると、分散デバイス２０６は、火災抑止物を冷却空気流１０６の中に
分散させるように構成されていてよい。分散デバイス２０６は、分散デバイス２０６を通
過する周囲の空気流の中に火災抑止物を方向づけるためのどんな適切なシステムまたはデ
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バイスを備えていてよい。たとえば、分散デバイス２０６は、一つ以上のノズル、アトマ
イザー、ミスター、エゼクター、スプレー、および／または、同様物を備えていてよい。
分散デバイス２０６は、サブフロア１２２内に実質的に配置されていても、または、閉塞
環境１２０のコールドアイルの中に少なくとも部分的に延びていてもよい。分散デバイス
２０６はまた、サブフロア１２２の全体にわたって均等に分散された、または、所定の個
所に一まとめにされた複数の単一ユニットなど、任意の適切な方法によってサブフロア１
２２内に配されていてよい。
【００２４】
　たとえば、一実施形態では、分散デバイス２０６は、供給システム２０８に個々に連結
され、コールドアイルへの通気口１１０に沿って等距離間隔でサブフロア１２２の表面の
すぐ下に配置された複数のノズルを備えており、各ノズルは、抑止物を実質上向きに、コ
ールドアイルの中に移動する冷却空気流１０６の中に放出するように構成されていてよい
。あるいは、分散デバイス２０６は、サブフロア１２２の表面のすぐ下に配置された複数
の群に配され、冷却空気流１０６が抑止物をコンピューターキャビネット１０２に供給す
るのを助けるように、コールドアイルの中に火災抑止物を多数の角度で放出するように構
成されていてよい。また別の実施形態では、分散デバイス２０６は、壁または天井に配置
された通気口に近接して設置されてよい。
【００２５】
　供給システム２０８は、火災抑止物を分散デバイス２０６に供給するためのどんな適切
なシステムを備えていてよい。供給システム２０８は、チューブやパイプ、ダクト、多孔
ホースを備えていてよい。たとえば、一実施形態では、供給システム２０８は、コンテナ
２０４から分散デバイス２０６までの火災抑止物のための導管経路を提供するように構成
された配管系を備えていてよい。供給システム２０８は、金属やプラスチック、ポリマー
など、どんな適切な材料で構成されていてもよく、火災、さまざまな火災抑止物材料、腐
食性の化学薬品へのおよび／または接触と関連する換算温度と関連する高温に耐えるのに
適切に適合されていてよい。
【００２６】
　コンテナ２０４は、火災抑止物を収容していて、加圧容器、タンク、ブラダー、ドラム
、同様物など、火災抑止物を保持するためのどんな適切なシステムで構成されていてよい
。コンテナ２０４は、液体や気体や固体材料など、任意の材料を大量に収容するように適
切に構成されていてよい。コンテナ２０４はまた、金属やプラスチック、複合材料など、
所与の適用に適切な任意の材料を備えていてよい。火災抑止物は、存在するか今にも起こ
りそうな火災状況を抑えるためのあらゆる適切な材料で構成されていてよい。たとえば、
火災抑止物は、ハイドロフルオロカーボン、ハイドロクロロフルオロカーボンおよび／ま
たはハイドロフルオロケトンなどの電子デバイスを傷つけないガスの液化ガスや組み合わ
せで構成されていてよい。あるいは、火災抑止物は、ハロンや、乾燥粉材料、液体火災抑
止物、不活性ガス、他の冷却材料で構成されていてよい。
【００２７】
　コンテナ２０４は、任意の適切な所定レベルに加圧されるように構成された空気ボトル
で構成されていてよい。一実施形態では、コンテナ２０４は、約３６０ポンド毎平方イン
チ（ｐｓｉ）までの圧力で火災抑止物を保持し得る。別の実施形態では、コンテナ２０４
は、約８００～８５０ｐｓｉまでの圧力で火災抑止物を収容するように構成されていてよ
い。
【００２８】
　コンテナ２０４はまた、供給システム２０８を連結するバルブを備えていてよい。バル
ブはまた、火災抑止物の放出や、放出の速度をコントロールしてよい。バルブは、火災抑
止物の加圧容積を維持するための、また要求に応じてその容積を放出するためのどんな適
切なシステムで構成されていてよい。たとえば、バルブは、火災抑止物と供給システム２
０８の間のシールを備えていてよい。バルブは、検出システム１１６および／またはコン
トロールシステム２０２からの作動信号に応答性があり、またコントロールシステム２０
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２からの作動信号に応じてシールを壊すか、開くか、他の方法で取り除くように適切に適
合されていてよい。いったんシールが壊れたならば、火災抑止物の全容積が供給システム
２０８に放出され得る。
【００２９】
　別の実施形態では、バルブは、火災抑止物の放出の速度をコントロールするように適切
に構成されていてよい。たとえば、バルブは、火災抑止物の所定の質量流量を放出するよ
うに選択的に作動されるように構成されるボールまたはゲートバルブを備えていてよい。
放出の速度は、所与の適用または個所に依存してよく、閉塞環境１２０および／またはサ
ブフロア１２２中の周囲圧力に対するコンテナ２０４内の圧力に関連されてよい。
【００３０】
　バルブはまた、特定の期間にわたって火災抑止物を放出するように構成されていてよい
。たとえば、バルブは、火災抑止物の全体の放出が約６０秒の期間にわたって起こるよう
な大きさに作られてよい。あるいは、バルブは、０．１秒などの比較的短期間にわたって
火災抑止物を放出するように適切に適合されていてよい。バルブはまた、火災抑止物の一
定レベルをコントロールシステム２０２からの信号に基づいた所与の容積に保持するよう
に構成されていてよい。
【００３１】
　コントロールシステム２０２は検出システム１１６を監視し、検出された火災状況の場
合には放出システム１１４を作動させる。コントロールシステム２０２は、信号を送受信
するための任意の適切なシステムまたはデバイスで構成されていてよい。コントロールシ
ステム２０２は、無線などの任意の適切な方法によって、または配線接続によって、信号
を送信および／または受信するように構成されていてよい。いま図２を参照すると、コン
トロールシステム２０２は、検出システム１１６と放出システム１１４に通信可能にリン
クされていてよい。一実施形態では、コントロールシステム２０２は、検出システム１１
６から検出信号を受信し、検出信号を処理し、火災抑止物の放出を始めるために作動信号
を放出システム１１４に送信するように適切に適合されたコントロールパネルを備えてい
てよい。
【００３２】
　コントロールシステム２０２はまた、多数のゾーンの中に火災抑止物の放出を向けるの
に適切に適合されていてよい。たとえば、一実施形態では、いま図４および５を参照する
と、コントロールシステム２０２は、第一のゾーン４０２中の第一センサー３０６と第二
のゾーン４１２中の第二のセンサー３１６に通信可能にリンクされていてよい。第一のゾ
ーン４０２中の検出された火災の場合には、第一センサー３０６がコントロールシステム
２０２に検出信号を送信してよい。それから、コントロールシステム２０２は、検出信号
を処理し、第一のゾーン４０２の中への火災抑止物の放出を始めるために、相応の作動信
号を放出システム１１４に送信してよい。
【００３３】
　コントロールシステム２０２はまた、一般建物警報システムなどの外部システムにリン
クされ、適切な信号を外部システムに送信して火災状況の検出および／または成功した抑
止を示すように適切に適合されていてよい。コントロールシステム２０２はまた、電力の
供給源から機能するか、バッテリーなどの局所電源で動作するように構成されていてよい
。
【００３４】
　さらに、コントロールシステム２０２は、放出システム１１４による火災抑止物の放出
をコントロールするように適合されていてよい。一実施形態では、コントロールシステム
２０２は、検出システム１１６から多数の信号を受信し、したがって放出システム１１４
の作動を管理してよい。たとえば、コントロールシステム２０２は、放出システム１１４
が、一度だけの即時の放出、所定の期間にわたる一度だけの放出、計算されたおよび／ま
たは所定の間隔での多数の放出、および／または、火災または火災状況の再発火の多数の
検出が引き金となって起きた多数の放出を供給するように合図してよい。
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【００３５】
　動作中、検出システム１１６は、データセンターなどの閉塞環境１２０内に設置されて
いるコンピューターキャビネット１０２に連結されてよい。空気処理ユニット１０４はま
た、閉塞環境１２０内に設置され、加熱空気流１０８を受け取り、閉塞環境１２０の下に
設置されているサブフロア１２２の中に冷却空気流１０６を方向づけるように適切に構成
されていてよい。冷却空気流１０６は、閉塞環境１２０をサブフロア１２２から分離して
いる通気口１１０を通ってコンピューターキャビネット１０２の一方の側に沿って配置さ
れたコールドアイルを通って閉塞環境１２０の中に再び導入されてよい。それから、冷却
空気流１０６は、コンピューターキャビネット１０２の吸気側１２４を通って引かれ、コ
ンピューターキャビネット１０２の排気側１２６を通ってホットアイルの中に排出される
。
【００３６】
　放出システム１１４は、少なくとも部分的にサブフロア１２２内に配置され、検出シス
テム１１６に直接またはコントロールシステム２０２を介してリンクされていてよい。検
出システム１１６が火災状況を検出した場合、検出信号が、放出システム１１４の作動を
直接または間接的に引き起こす検出システム１１６によって生成される。作動の際、放出
システム１１４は、閉塞環境のコールドアイルの中に、続いてコンピューターキャビネッ
ト１０２の中に火災抑止物を運ぶ冷却空気流１０６の流れの中に火災抑止物を分散させる
。
【００３７】
　図示された説明された特定の実施は、本発明とそのベストモードの例証であり、どんな
ふうにも本発明の範囲を限定するように意図されていない。確かに、簡潔さのために、シ
ステムの従来の製造、連結、準備および他の機能的側面は、詳細に説明されていないかも
しれない。さらに、さまざまな図の中に示された連結線は、諸要素間の典型的な機能的な
関係および／またはステップに相当するように意図されている。多くの代替または追加の
機能的関係または物理連結が実際のシステムの中に存在してもよい。
【００３８】
　先の明細書では、本発明は、特定の典型的な実施形態に関連して説明された。しかしな
がら、請求の範囲に述べられている本発明の範囲から逸脱することなく、さまざまな修正
や変更がおこなわれてよい。明細書および図面は、限定的であるというよりむしろ例証あ
り、修正は、本発明の範囲内に含まれるように意図されている。したがって、本発明の範
囲は、単に説明された例によってではなく、請求の範囲およびその法的な均等物によって
決定されるべきである。
【００３９】
　たとえば、あらゆる方法またはプロセス請求項中に明記されたステップは、任意の順番
で実行されてよく、請求項中に示された特定の順番に限定されない。加えて、あらゆる装
置請求項中に明記されたコンポーネントおよび／または要素は、さまざまな順列で組み立
てられ、さもなければ動作可能に構成されてよく、したがって、請求の範囲中に明記され
た特定の構成に限定されない。
【００４０】
　利益、他の利点および問題に対する解決策が、特別の実施形態に関して上に説明された
。しかしながら、どんな利益、利点、問題に対する解決策、または、起こるかより明白に
なるどんな特定の利益、利点または解決策をもたらし得るどんな要素も、請求の範囲のい
ずれかまたはすべての重要な、必要とされる、または必須な特徴またはコンポーネントと
して解釈されるべきではない。
【００４１】
　ここに使用されるように、用語「備え」や、「備えた」、「備えている」、「有し」、
「有している」、それらのあらゆる変形は、非独占的な包括を言及するように意図されて
おり、要素のリストを備えているプロセス、方法、物品、組成または装置は、明記された
それらの要素だけを有しているだけではなく、明らかにリストされていないか、そのよう
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なプロセス、方法、物品、組成または装置に固有の他の要素を有していてもよい。本発明
の実施に使用される上記構造物、設備、適用、部分、要素、材料またはコンポーネントの
他の組み合わせおよび／または修正は、明確には記述されないものに加えて、変更される
か、さもなければ、特に、同じ物の一般的な原理から逸脱することなく、特定の環境、製
造明細、設計パラメータまたは他の動作要求に適合されてよい。
　以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載の事項を、そのまま、付記しておく。
　［１］　冷却空気流を伴うサブフロアを有している閉塞環境中に配置されたコンピュー
ターキャビネットのための火災抑止システムであり、
　前記サブフロアの通気口に近接して配置された分散デバイスを備えている、検出信号に
応答性がある放出システムを備え、
　前記分散デバイスは、前記通気口に近接した領域の中に火災抑止物を放出するように構
成されており、
　放出された火災抑止物は、前記通気口から上向きに前記コンピューターキャビネットの
吸気側の方へ流れる冷却空気流によって前記コンピューターキャビネットの前記吸気側に
供給される、火災抑止システム。
　［２］　前記コンピューターキャビネットの排気側に連結されるように構成された検出
システムをさらに備え、前記検出システムは、
　前記コンピューターキャビネット排気側から出る加熱空気流にさらされ、
　検出された火災状況に応じて検出信号を生成するように適合されている、［１］に記載
の火災抑止システム。
　［３］　前記検出システムと前記放出システムに通信可能にリンクされたコントロール
システムをさらに備え、前記コントロールシステムは、前記検出信号に応答性があり、前
記検出信号に応じて前記放出システムを作動させるように構成されている、［２］に記載
の火災抑止システム。
　［４］　前記コントロールシステムは、前記放出システムによる前記火災抑止物の放出
をコントロールするように適合されている、［３］に記載の火災抑止システム。
　［５］　前記検出システムは、継続的火災状況と再発火状況の少なくとも一つに応じて
第二の検出信号を生成するようにさらに適合されており、
　前記コントロールシステムは、前記第二の検出信号に応答性があり、前記火災抑止物の
追加量を放出するように前記放出システムを作動させるようにさらに適合されている、［
４］に記載の火災抑止システム。
　［６］　前記放出システムは、前記サブフロアの第二の通気口に近接して配置された第
二の分散デバイスをさらに備えており、
　前記第二の通気口は、閉塞環境中の第二のコンピューターキャビネットに近接して配置
されており、
　前記第二の分散デバイスは、前記第二の通気口に近接した領域の中に火災抑止物を放出
するように構成されており、
　放出された火災抑止物は、前記第二の通気口から上向きに前記第二のコンピューターキ
ャビネットの吸気側の方へ流れる冷却空気流によって前記第二のコンピューターキャビネ
ットの前記吸気側に供給され、
　前記第一の分散デバイスと前記第一通気口と前記第一コンピューターキャビネットは、
前記閉塞環境内の第一のゾーンを定め、
　前記第二の分散デバイスと前記第二の通気口と前記第二のコンピューターキャビネット
は、前記閉塞環境内の第二のゾーンを定め、
　前記検出システムは、前記第二のコンピューターキャビネット排気側から出る加熱空気
流にさらにさらされ、
　前記第一のゾーン内の検出された火災状況に応じて前記第一検出信号を生成するととも
に、
　前記第二のゾーン内の検出された火災状況に応じて前記第二の検出信号を生成するよう
に適合されており、
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　前記コントロールシステムは、前記第一および第二の検出信号に応答性があり、前記放
出システムに、
　前記第一検出信号に応じて前記第一の分散デバイスを介して前記火災抑止物を放出させ
るとともに、
　前記第二の検出信号に応じて前記第二の分散デバイスを介して前記火災抑止物を放出さ
せるように構成されている、［３］に記載の火災抑止システム。
　［７］　前記放出システムは、
　前記火災抑止物を収容するように構成されたコンテナと、
　前記コンテナと前記分散デバイスの間に連結された供給システムをさらに備えており、
前記供給システムは、前記コンテナから前記分散デバイスまでの前記火災抑止物のための
導管を提供するように構成されている、［１］に記載の火災抑止システム。
　［８］　前記コンテナは、
　前記火災抑止物を所定圧力で収容するように構成された圧力容器と、
　前記圧力容器と前記供給システムの間に連結された配備バルブを備えており、前記配備
バルブは、前記供給システムへの前記火災抑止物の放出の速度をコントロールするように
適合されている、［７］に記載の火災抑止システム。
　［９］　前記分散デバイスは、前記サブフロア中に前記通気口に近接して配置されたノ
ズルを備えている、［１］に記載の火災抑止システム。
　［１０］　通気口を通して閉塞環境の中に方向づけられた冷却空気流を有している前記
閉塞環境中に配置されたコンピューターキャビネットのための火災抑止システムであり、
　前記通気口に近接して配置された分散デバイスを備えている、検出信号に応答性がある
放出システムを備え、
　前記分散デバイスは、前記通気口に近接した領域の中に火災抑止物を放出するように構
成されており、
　放出された火災抑止物は、前記通気口を通って前記コンピューターキャビネットの吸気
側の方へ流れる冷却空気流によって前記コンピューターキャビネットの前記吸気側に供給
される、火災抑止システム。
　［１１］　前記コンピューターキャビネットの排気側に連結されるように構成された検
出システムをさらに備え、前記検出システムは、
　前記コンピューターキャビネット前記排気口から出る加熱空気流にさらされ、
　検出された火災状況に応じて前記検出信号を生成するように適合されている、［１０］
に記載の火災抑止システム。
　［１２］　前記放出システムは、
　前記火災抑止物を収容するように構成されたコンテナと、
　前記コンテナと前記分散デバイスの間に連結された供給システムをさらに備えており、
前記供給システムは、前記コンテナから前記分散デバイスまでの前記火災抑止物のための
導管を提供するように構成されている、［１１］に記載の火災抑止システム。
　［１３］　前記コンテナは、
　前記火災抑止物を所定圧力で収容するように構成された圧力容器と、
　前記圧力容器に連結された配備バルブを備えており、前記配備バルブは、前記供給シス
テムへの前記火災抑止物の放出の速度をコントロールするように適合されている、［１２
］に記載の火災抑止システム。
　［１４］　前記検出システムと前記放出システムに通信可能にリンクされたコントロー
ルシステムをさらに備え、前記コントロールシステムは、前記検出信号に応答性があり、
前記検出信号に応じて前記放出システムを作動させるように構成されている、［１１］に
記載の火
災抑止システム。
　［１５］　前記分散デバイスは、前記通気口に近接したノズルを備えている、［１０］
に記載の火災抑止システム。
　［１６］　冷却空気流を伴うサブフロアを有している閉塞環境の中に配置されたコンピ
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　前記コンピューターキャビネットに近接した前記サブフロアの通気口に隣接させて分散
デバイスを配置することを有し、
　前記分散デバイスは、前記通気口に近接した領域の中に火災抑止物を放出するように構
成されており、
　放出された火災抑止物は、前記サブフロアから上向きに前記通気口を通って前記コンピ
ューターキャビネットの吸気側の方へ流れる冷却空気流によって前記コンピューターキャ
ビネットの前記吸気側に供給される、コンピューターキャビネットに火災抑止を提供する
方法。
　［１７］　前記コンピューターキャビネットの排気側に隣接させて感知デバイスを配置
することをさらに有し、前記感知デバイスは、前記コンピューターキャビネット内の感知
された火災状況に応じて検出信号を生成するように適合されている、［１６］に記載のコ
ンピューターキャビネットに火災抑止を提供する方法。
　［１８］　前記感知デバイスと前記分散デバイスに連結されたコントロールシステムで
前記検出信号を処理することをさらに有し、前記コントロールシステムは、処理された前
記検出信号に応じて前記分散デバイスを作動させるように適合されている、［１７］に記
載のコンピューターキャビネットに火災抑止を提供する方法。
　［１９］　前記分散デバイスから放出される火災抑止物の量を前記コントロールシステ
ムでコントロールすることをさらに有している、［１８］に記載のコンピューターキャビ
ネットに火災抑止を提供する方法。
　［２０］　前記通気口に近接した領域の中に前記火災抑止物を放出することは、
　前記火災抑止物を貯蔵コンテナから前記サブフロア内に配置された供給システムを通し
て前記分散デバイスまで送ることと、
　前記通気口に近接した領域の前記空気流の中に前記火災抑止物を分散させることを有し
ている、［１６］に記載のコンピューターキャビネットに火災抑止を提供する方法。
【図１】 【図２】
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